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（１）個別学力検査の試験期日について

第４ 試験期日等

２ 第６の１に示す個別学力検査（各大学で実施する一般選抜における学力検査並びに総合型選抜及び
学校推薦型選抜において実施する場合の学力検査）の期日については、次により適宜定める。

(1) 試験期日 令和７年２月１日から３月 25 日までの間
なお、小論文等、プレゼンテーション、口頭試問、実技等の評価方法については、令和７年２月１日よ
りも前から実施することができるが、高等学校教育に対する影響や入学志願者に対する負担に十分配慮
する。

(2) 入学願書受付期間 試験期日に応じて定める。
(3) 合格者の決定発表 令和７年３月 31 日まで

３ 総合型選抜、学校推薦型選抜等において学力検査を課さない場合は、上記２(1)の試験期日によること
を要しないが、高等学校教育に対する影響や入学志願者に対する負担に十分配慮する。

 国公私立大学及び高校関係団体の代表者等を構成員とする大学入学者選抜協議会の
協議・合意の上決定する「令和７年度大学入学者選抜実施要項」において、個別学力
検査の試験期日等を以下のとおり定めている

 各大学においては、一般選抜のみならず総合型選抜や学校推薦型選抜において個別
学力検査（各教科・科目に係るテスト）を課す場合、その試験期日は「令和７年２月
１日から３月２５日までの間」とすることが求められる

【抜粋】令和７年度大学入学者選抜実施要項（令和６年６月６文科高第299号高等教育局長通知）
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 試験期日等の遵守について、過去に大学入学者選抜協議会として通知を発出するとと
もに、入学者選抜担当者向けの連絡会議において文部科学省からも周知を図っている

▲ 総合型選抜及び学校推薦型選抜の試験期日等の遵守についてのお願い
（令和３年６月11日 大学入学者選抜協議会）

▲ 試験期日等の遵守について（令和６年６月28日 令和６年度大学入
学者選抜・教務関係事項連絡協議会 配付資料）
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（２）総合型選抜や学校推薦型選抜における学力把握措置
 あり方検討会議の提言等を踏まえ、学力の適切な把握を伴った形で総合型選抜・学
校推薦型選抜を行うことが求められる

３．総合型選抜・学校推薦型選抜の推進

（２）総合型選抜・学校推薦型選抜における学力の適切な把握

• 総合型選抜は入学志願者本人の記載する資料を積極的に活用する選抜形態であり、学校推薦型選抜
は出身高等学校長の推薦に基づき、調査書を主な資料とする選抜形態であるが、一部に学力不問となっ
ているとの指摘があったことから、大学入学者選抜実施要項においては、大学教育を受けるために必要な知
識・技能、思考力・判断力・表現力等も適切に評価することを求めてきている（いわゆる学力把握措置の
実施）。

• 今般実施した実態調査によれば、これらの選抜区分において、調査書における各科目の評定平均に加え、
大学入試センター試験の成績、レポートや小論文、面接、討論、口頭試問、プレゼンテーション、生徒の探
究的な学習の成果等に関する資料、模擬講義、事前課題、各種の資格・検定試験の結果など多様な資
料が活用されている。

• 「大学入学者選抜に求められる原則①」（当該大学での学修・卒業に必要な能力・適性等の判定）を踏
まえれば、総合型選抜・学校推薦型選抜の推進に当たっては、引き続き、学力の適切な把握を伴った形
で行うことが必要である。

■ 大学入試のあり方に関する検討会議 提言（令和３年７月８日）（抄）
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Ⅰ．大学入学者選抜に係る新たなルールについて
２．各区分の在り方の見直し
（２）実施面
＜出願・合格発表時期＞
○ 総合型選抜（現行、ＡＯ入試）
学力の３要素を多面的・総合的に評価するために必要な期間を考慮するとともに、高等学校教育や本人の学習意欲へ
の影響等の観点から、教育上、より適切な出願時期とすることや、学校推薦型選抜の出願時期も考慮し、「出願時期：
９月以降（現行：８月）」「合格発表時期：１１月以降」とする。

○ 学校推薦型選抜（現行、推薦入試）
高等学校の推薦を踏まえ、学力の３要素を多面的・総合的に評価するために必要な期間を考慮するとともに、ＡＯ入試
との関係も考慮し、「出願時期：１１月以降（現行通り）」「合格発表時期：１２月以降」とする。

＜教科・科目に係るテストの実施時期＞
○ 実施時期は、学年暦との関係を踏まえ、「２月１日～３月２５日まで」とする。

※現行の「２月１日～４月１５日まで」から変更
○ 合格発表時期は、学年暦との関係を踏まえ、「３月３１日まで」とする。

※現行の「４月２０日まで」から変更
※学校推薦型選抜については一般選抜の試験期日の１０日前まで（学校推薦型選抜で「大学入学共通テスト」を
活用する場合は前日までのなるべく早い期日）とする

＜教科・科目の履修を前提としない評価方法＞ 
○ 自らの考えに基づき論を立てて記述させる評価方法（小論文等）、プレゼンテーション、口頭試問、実技等については
、教科・科目に係るテストが実施可能となる２月１日よりも前から実施が可能であることを明確化する。

■ 平成33年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告の改正について（通知）（平成30年10
月 30文科高第370号高等教育局長通知）（抄）
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第３ 入試方法

(2) 総合型選抜
詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせることによって、入学志願者の能力・適性や学習に対する意欲、目的意識等
を総合的に評価・判定する入試方法。
この方法による場合は、以下の点に留意する。
①～② （略）
③ 大学教育を受けるために必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力等も適切に評価するため、調査書等の出願書類だけではなく、
第６の１から４に掲げる大学入学共通テスト又はその他の評価方法等＊のうち少なくともいずれか一つを必ず活用し、その旨を募集要項
に記述する。 ＊例えば、小論文等、プレゼンテーション、口頭試問、実技、各教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績等。

(3) 学校推薦型選抜
出身高等学校長の推薦に基づき、調査書を主な資料としつつ、以下の点に留意して評価・判定する入試方法。
① 大学教育を受けるために必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力等も適切に評価するため、高等学校の学習成績の状況など調査
書・推薦書等の出願書類だけではなく、第６の１から４に掲げる大学入学共通テスト又はその他の評価方法等のうち少なくともいずれか
一つを必ず活用し、その旨を募集要項に記述する。
② （略）

第６ 学力検査等

１ 個別学力検査
(1) 各大学が実施する学力検査（以下「個別学力検査」という。）は、高等学校学習指導要領（平成 30 年文部科学省告示第

68 号。以下「学習指導要領」という。）に準拠し、高等学校教育の正常な発展の障害とならないよう十分留意しつつ、適切な方法
により実施する。

(2) 各大学が個別学力検査を実施する教科・科目は、学習指導要領に定められている教科・科目の中から、高等学校教育に及ぼす影
響にも配慮しつつ、大学・学部等の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、各大学が定める。
なお、複数教科を統合して学力を判断する総合的な問題の出題など、工夫に努めることが望ましい。

■ 令和７年度大学入学者選抜実施要項（令和６年６月 ６文科高第299号高等教育局長通知）（抄）
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（出典）第５回 大学入学者選抜協議会（令和３年７月26日）配付資料
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（３）本日御議論いただきたい内容

 高等学校教育に対する影響や入学志願者の負担・視点も踏まえた、
総合型選抜や学校推薦型選抜における学力把握措置の実施に関する工
夫や留意すべき事項（出題範囲やそれを踏まえた実施タイミング等）

本日の御議論及び後日各団体へ意見照会を行い、その内容を踏まえ
ながら、総合型選抜や学校推薦型選抜における学力把握措置の実施に
あたり留意すべき事項等について本会議で議論を進めることとしたい

7

一般選抜のみならず総合型選抜や学校推薦型選抜において個別学力検査（各教科・
科目に係るテスト）を課す場合、その試験期日は２月１日以降

前 提

本日御議論いただきたい観点の例

※ なお、あり方検討会議における報告書では「大学・高等学校関係者で協議する必要があると提言さ
れている事項」の「中長期的な検討課題」のなかに、以下のものがある。

・ 「高校生のための学びの基礎診断」の検証を踏まえつつ、いわゆる基礎学力テストの可能性
・ 将来的な入試日程のあり方
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（参考）個別学力検査の実施状況
 総合型選抜では約17％、学校推薦型選抜では約22％の区分で個別学力検査を実施

（出典）令和５年度文部科学省委託調査「大学入学者選抜の実態の把握及び分析等に関する調査研究 調査報告書」（令和６年２月） 8 37



（出典）令和５年度文部科学省委託調査「大学入学者選抜の実態の把握及び分析等に関する調査研究 調査報告書」（令和６年２月） 9 38




